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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第４区分
【発行日】平成29年11月9日(2017.11.9)

【公開番号】特開2017-85743(P2017-85743A)
【公開日】平成29年5月18日(2017.5.18)
【年通号数】公開・登録公報2017-018
【出願番号】特願2015-210644(P2015-210644)
【国際特許分類】
   Ｈ０２Ｊ   7/00     (2006.01)
   Ｈ０４Ｍ   1/02     (2006.01)
   Ｈ０１Ｒ  13/24     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０２Ｊ    7/00     ３０１Ｂ
   Ｈ０４Ｍ    1/02     　　　Ｃ
   Ｈ０１Ｒ   13/24     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成29年9月19日(2017.9.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４０
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４１
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４３
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正７】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４４
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４５
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４６
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１３】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子機器を載置部に載置して充電する充電器であって、
　前記電子機器の第１の面に設けられる第１嵌合部と嵌合する第２嵌合部、
　前記第１嵌合部が前記第２嵌合部と嵌合した状態において、前記電子機器の前記第１の
面と異なる第２の面に設けられる第３嵌合部と嵌合する第４嵌合部、
　前記第４嵌合部と連動し、前記電子機器の第１接続端子と電気的に接続される第２接続
端子を備える、充電器。
【請求項２】
　前記第１の面は、前記第２の面と直交または実質的に直交する、請求項１記載の充電器
。
【請求項３】
　前記第２嵌合部は、前記載置部に対する前記電子機器の位置を決定する第１位置決め部
材として機能し、
　前記第４嵌合部は、前記第２接続端子に対する前記第１接続端子の位置を決定する第２
位置決め部材として機能する、請求項１または２記載の充電器。
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【請求項４】
　前記第２嵌合部と前記第１嵌合部との嵌合精度は、前記第３嵌合部と前記第４嵌合部と
の嵌合精度よりも低い、請求項１ないし３のいずれかに記載の充電器。
【請求項５】
　前記第２嵌合部は、前記電子機器を前記載置部に載せる場合に、前記第４嵌合部が前記
第３嵌合部と嵌合する前に、前記第１嵌合部に嵌合する位置に設けられる、請求項１ない
し４のいずれかに記載の充電器。
【請求項６】
　前記第４嵌合部は、前記電子機器を前記載置部に載せる方向に対して垂直な方向に移動
可能である、請求項１ないし５のいずれかに記載の充電器。
【請求項７】
　前記充電器の本体と前記第４嵌合部の間に配置される弾性体をさらに備える、請求項１
ないし６のいずれかに記載の充電器。
【請求項８】
　前記第２接続端子は、２つの前記第４嵌合部の間に配置される、請求項１ないし７のい
ずれかに記載の充電器。
【請求項９】
　少なくとも前記第２接続端子の周囲を囲み、前記電子機器を前記載置部に載せる第１方
向に移動可能な可動部材をさらに備える、請求項１ないし８のいずれかに記載の充電器。
【請求項１０】
　前記可動部材の表面に、前記第４嵌合部を設けた、請求項９記載の充電器。
【請求項１１】
　前記第４嵌合部は、前記第１方向に対して傾斜する傾斜面を有する突起である、請求項
１０記載の充電器。
【請求項１２】
　前記第４嵌合部は、円錐状または円錐台状の突起である、請求項１０記載の充電器。
【請求項１３】
　前記第２接続端子を前記第１方向に垂直な第２方向に移動可能に支持する第１支持部材
、および
　前記可動部材を少なくとも前記第２方向に移動可能に支持し、前記第１支持部材とは異
なる第２支持部材をさらに備え、
　前記第３嵌合部が前記第４嵌合部と嵌合するとき、前記可動部材が前記第２方向に移動
されるに従って前記第２接続端子が当該第２方向に移動される、請求項９ないし１２のい
ずれかに記載の充電器。
【請求項１４】
　前記第１支持部材および前記第２支持部材は弾性体である、請求項１３記載の充電器。
【請求項１５】
　電子機器と、当該電子機器を載置部に載置して充電する充電器とを有する充電システム
であって、
　前記電子機器は、
　第１の面に設けられる第１嵌合部と、
　前記第１の面と異なる第２の面に設けられる第２嵌合部と、
　第１接続端子とを含み、
　前記充電器は、
　前記電子機器の前記第１嵌合部と嵌合する第３嵌合部と、
　前記第１嵌合部が前記第２嵌合部と嵌合した状態において、前記第２嵌合部と嵌合する
第４嵌合部と、
　前記第４嵌合部と連動し、前記電子機器の前記第１接続端子と電気的に接続される第２
接続端子とを含む、充電システム。


	header
	written-amendment

